
放
射
線
量
の
独
自
測
定
結
果

市
内
10
カ
所
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
平

常
時
の
放
射
線
量
の
限
度
（
自
然
放
射
線

な
ど
を
除
く
）
を
下
回
っ
て
い
ま
し
た
。

測
定
日　

３
月
12
日

測
定
結
果　

０
・
03
〜
０
・
06
マ
イ
ク
ロ

シ
ー
ベ
ル
ト
／
時

問
環
境
対
策
課
☎
２
９
９
８

-

９
２
３
０

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
の
一
部
を
補
助

①
三
世
代
同
居
等
リ
フ

ォ
ー
ム
資
金
補
助
金

対
次
の
全
て
に
該
当
す

る
方

▼
市
内
に
居
住
し
、

住
民
登
録
が
あ
る
、
ま

た
は
工
事
後
に
市
内
に

住
民
登
録
を
し
、
三
世

代
同
居
等
を
行
う
▼
工

事
を
行
う
住
宅
（
集
合
住
宅
の
場
合
は
専

有
部
分
）
の
所
有
者
か
つ
居
住
者
、
ま
た

は
所
有
者
と
同
居
の
親
族
で
工
事
契
約
者

▼
市
税
の
滞
納
が
な
い

注
意
事
項　

▼
工
事
が
既
に
着
工
・
完
了

し
て
い
る
も
の
は
対
象
外
▼
住
宅
改
修

工
事
と
は
建
物
の
内
外
装
の
修
理
・
修

繕
、
増
改
築
、
間
取
り
の
変
更
、
居
室

・
浴
室
・
玄
関
の
改
良
・
改
善
な
ど
、

三
世
代
同
居
等
に
必
要
な
工
事

補
助
金
額　

▼
工
事
費
（
税
別
）
の
10
％

に
相
当
す
る
額
（
１
、
０
０
０
円
未
満

は
切
り
捨
て
）
で
20
万
円
を
限
度

◎
見
積
も
り
金
額
と
工
事
金
額
の
低
い
方

を
補
助
対
象
と
し
、
申
し
込
み
先
着
（
予

算
の
範
囲
内
）
で
補
助
し
ま
す
。

②
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
補
助
金

対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▼
市
内
に
居
住
し
、
住
民
登
録
を
し
て

い
る
▼
工
事
を
行
う
住
宅
（
集
合
住
宅
の

場
合
は
専
有
部
分
）
の
所
有
者
か
つ
居
住

者
で
、
過
去
に
こ
の
補
助
を
受
け
て
い
な

い
▼
市
税
の
滞
納
が
な
い

注
意
事
項　

▼
工
事
が
既
に
着
工
・
完
了

し
て
い
る
も
の
、
大
工
工
事
を
含
ま
な

い
エ
ア
コ
ン
設
置
な
ど
は
対
象
外
▼
住

宅
改
修
工
事
と
は
、
建
物
の
内
外
装
の

修
理
・
修
繕
、
増
改
築
、
間
取
り
の
変

更
、
居
室
・
浴
室
・
玄
関
の
改
良
・
改

善
な
ど

補
助
金
額　

▼
工
事
費
（
税
別
）
の
５
％

に
相
当
す
る
額
（
１
、
０
０
０
円
未
満

は
切
り
捨
て
）
で
10
万
円
を
限
度

◎
見
積
も
り
金
額
と
工
事
金
額
の
低
い
方

を
補
助
対
象
と
し
、
申
し
込
み
先
着
（
予

算
の
範
囲
内
）
で
補
助
し
ま
す
。

【
共
通
事
項
】

補
助
対
象
工
事　

次
の
全
て
に
該
当
す
る

工
事

▼
工
事
費
が
20
万
円
以
上
（
税
別
）
で

市
内
業
者
が
施
工
す
る
住
宅
改
修
▼
市
の

他
の
助
成
制
度
の
補
助
を
受
け
て
い
な
い

▼
申
請
・
交
付
決
定
後
に
着
工
し
、
平
成

28
年
３
月
31
日
㈭
ま
で
に
完
了

申
請
に
必
要
な
書
類　

▼
①
②
…
交
付
申

請
書
、
住
宅
の
固
定
資
産
税
（
土
地
・

家
屋
）
の
課
税
明
細
書
の
写
し
、
改
修

工
事
な
ど
の
見
積
書
の
写
し
、
設
計
図
、

改
修
工
事
予
定
の
現
場
写
真
▼
①
…
三

世
代
同
居
世
帯
の
構
成
員
全
員
が
確
認

で
き
る
書
類

◎
交
付
申
請
書
は
、
市
役
所
５
階
産
業
振

興
課
、
市
HP
（
「
リ
フ
ォ
ー
ム
」
で
検

索
）
で
入
手
で
き
ま
す
。

申
問
５
月
20
日
㈬
か
ら
、
必
要
書
類
を
産

業
振
興
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
５
７
へ

直
接

障
害
者
雇
用
推
進
企
業
支
援
補
助
金

市
内
事
業
者
の
障
害
者
雇
用
お
よ
び
雇

用
維
持
の
た
め
の
経
費
に
対
し
、
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

対象経費 補助額
障害者を新たに雇用
する際または雇用後
半年以内に実施する
もの（建築物・設備
などの改修、事前調
査・社員研修など）

対象経費の３分の１
◎改修などは上限
50万円、調査・研
修などは上限10万
円です。

ハローワーク、とこ
ろざわ就労支援セン
ターを通じて市内に
居住する障害者を新
たに雇用

１人当たり１年目
20万円、２年目10
万円◎週20時間以
上30時間未満の場
合は１年目10万円、
２年目５万円です。

受
付
期
限　

６
月
30
日
㈫

◎
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了
し
ま
す
。

問
産
業
振
興
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
５
７

中
小
企
業
設
備
投
資
融
資
利
子
補
給
金

設
備
投
資
に
係
る
融
資
制
度
を
利
用
す

る
市
内
の
中
小
企
業
者
に
対
し
、
返
済
利

子
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
次
の
全
て
を
満
た
す
方

▼
市
内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有

し
、
同
一
事
業
を
１
年
以
上
営
ん
で
い
る

▼
所
沢
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
個
人

ま
た
は
市
内
に
法
人
登
記
が
さ
れ
て
い
る

法
人
▼
市
税
の
滞
納
が
な
い

対
象
融
資　

次
の
全
て
を
満
た
す
融
資

▼
所
沢
商
工
会
議
所
に
申
し
込
ん
だ
融

資
▼
平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
に
実
行
さ

れ
た
県
の
融
資
、
ま
た
は
27
年
４
月
１
日

以
降
に
実
行
さ
れ
た
㈱
日
本
政
策
金
融
公

庫
（
国
民
生
活
事
業
に
限
る
）
の
融
資
▼

設
備
資
金
で
あ
る
こ
と

補
助
率
／
期
間　

返
済
利
子
額
の
30
％

（
限
度
）
／
融
資
実
行
か
ら
５
年
間

◎
マ
チ
ご
と
エ
コ
タ
ウ
ン
所
沢
構
想
に
寄

与
す
る
設
備
投
資
は
、
返
済
利
子
額
の
40

％
を
補
助
し
ま
す
。

問
産
業
振
興
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
５
７

商
業
経
営
者
グ
ル
ー
プ
の

研
究
活
動
費
の
一
部
を
補
助

対
市
内
在
住
ま
た
は
市
内
に
事
業
所
を
有

す
る
商
業
経
営
者
で
構
成
し
て
い
る
５

人
以
上
の
グ
ル
ー
プ

対
象
事
業　

経
営
手
法
の
開
発
、
販
路
開

拓
、
経
営
改
善
、
商
品
開
発
そ
の
他
商

業
の
発
展
を
目
的
と
し
た
市
内
で
実
施

す
る
調
査
・
研
究
・
イ
ベ
ン
ト

補
助
対
象
経
費　

研
究
事
業
に
要
す
る
調

査
活
動
費
、
研
修
費
、
消
耗
品
費
、
印

刷
製
本
費
、
そ
の
他
研
究
事
業
に
必
要

な
経
費

補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１

以
内
（
限
度
額
20
万
円
／
年
度
１
回
）

◎
予
算
の
範
囲
内
で
支
給
し
ま
す
。

申
問
申
請
書
と
必
要
書
類
を
市
役
所
５
階

商
業
観
光
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
５
５

へ
直
接
・
郵
送

◎
申
請
書
は
商
業
観
光
課
、
市
HP
（
「
経

営
者
」
で
検
索
）
で
入
手
で
き
ま
す
。

高
齢
者
交
流
・
研
修
支
援
事
業
補
助
金

高
齢
者
団
体
が
交
流
・
研
修
な
ど
で
日

帰
り
貸
し
切
り
バ
ス
を
利
用
し
た
場
合
に
、

バ
ス
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
平
成

26
年
度
ま
で
実
施
し
て
い
た
高
齢
者
福
祉

バ
ス
運
行
事
業
は
終
了
し
ま
す
。

対
次
の
全
て
を
満
た
す
団
体

▼
規
約
・
代
表
者
の
定
め
が
あ
り
、
高

齢
者
福
祉
ま
た
は
地
域
に
寄
与
す
る
活
動

を
継
続
的
に
行
う
▼
市
内
に
住
所
を
有
す

る
お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
方
20
人
以
上
で

構
成
▼
法
人
で
な
い

利
用
条
件　

20
人
以
上
で
の
利
用

◎
当
該
年
度
に
既
に
当
補
助
金
の
交
付
を

受
け
て
バ
ス
を
利
用
し
た
方
が
、
利
用
者

の
半
数
以
上
い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

補
助
上
限
額　

▼
大
型
バ
ス
…
４
０
、
０

０
０
円
▼
中
型
バ
ス
…
３
５
、
０
０
０

円
▼
小
型
バ
ス
…
３
０
、
０
０
０
円

◎
１
団
体
年
度
１
回
１
台
、
予
算
の
範
囲

内
で
支
給
し
ま
す
。

申
問
５
月
〜
７
月
に
貸
し
切
り
バ
ス
を
利

用
予
定
の
団
体
は
４
月
15
日
㈬
ま
で
に
、

団
体
名
・
代
表
者
の
氏
名
・
住
所
・
電

話
番
号
・
利
用
希
望
月
・
バ
ス
の
種
類

を
〒
359

-

8501
市
役
所
１
階
高
齢
者
支
援

課
☎
２
９
９
８

-

９
１
２
０
へ
直
接
・

郵
送

◎
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
し
ま

す
。
な
お
、
申
し
込
み
は
補
助
金
の
交
付

を
確
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
８

月
以
降
の
申
し
込
み
は
、
広
報
と
こ
ろ
ざ

わ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

一
般
労
働
相
談
（
予
約
制
）

日
４
月
10
日
㈮
午
後
４
時
〜
８
時
（
最
終

相
談
…
午
後
７
時
〜
／
１
人
約
50
分
）

場
市
役
所
５
階
５
０
２
会
議
室

対
勤
労
者
、
事
業
主
な
ど

内
就
業
規
則
、
賃
金
、
解
雇
、
労
使
間
の

問
題
、
就
業
に
関
わ
る
こ
と
な
ど

相
談
員　

社
会
保
険
労
務
士

申
問
産
業
振
興
課

　

☎
２
９
９
８

-

９
１
５
７
へ
電
話

市では、市内に工場などを立地す
る事業者などに対し、奨励金を交付
しています。４月から土地などの所
有に関する要件を変更し、交付対象
を拡大しました。
◆奨励金の内容

問産業振興課☎２９９８‐９１５７

いきいき健康体操教室（前期）
脳と身体の若返り!!　体力アップと認知症予防
内自宅でできる転倒予防・筋力アップのための体操、認
知症予防の講話、脳トレゲームなど（全12回）

対介護保険の要支援・要介護認定を受けていない市内在
住の65歳以上で自動車以外の交通手段で通える方

◎初めての方を優先します。
定各施設とも25人（抽選）
申 問４月８日㈬までに、住所・氏
名・電話番号を参加希望施設へ電
話・ＦＡＸ

施設名 開催日時
さやまがおか荘
（若狭４‐2478‐４）
☎２９４９‐１１９２
（ＦＡＸでの申し込みはうしぬ
ま荘 ２９９８‐４７４５へ）

５月12日～７月28日
の毎週火曜日午前９時
30分～11時30分

とめの里（中新井547）
☎ ２９４３‐２４９２

５月12日～７月28日
の毎週火曜日午後１時
～３時

うしぬま荘（牛沼54）
☎ ２９９８‐４７４５

５月13日～７月29日
の毎週水曜日午前９時
30分～11時30分

やなせ荘（南永井625‐６）
☎ ２９４４‐６７７３

５月13日～７月29日
の毎週水曜日午後１時
～３時

緑寿荘（緑町３‐16‐７）
☎ ２９２８‐８４１５

５月14日～７月30日
の毎週木曜日午前９時
30分～11時30分

さくら荘（山口356）
☎ ２９２２‐０７１０

５月14日～７月30日
の毎週木曜日午後１時
～３時

あづま荘（久米2263‐１）
☎ ２９２８‐１４６６

５月15日～７月31日
の毎週金曜日午前９時
30分～11時30分

ところ荘（宮本町１‐２‐35）
☎ ２９２２‐０６８１

５月15日～７月31日
の毎週金曜日午後１時
～３時

所沢市企業立地支援条例に基づく奨励金の
交付対象を拡大

種類 要件 奨励金

①工場等
立地奨励
金

市内に工場などを
立地（事業用定期
借地権による借地
に立地した場合も
対象）

立地に当たり取得した
土地、建物および償却
資産に係る固定資産税
および都市計画税相当
額を３年間交付

②特例子
会社設立
奨励金

市内に特例子会社
を設立（特例子会
社の親会社などか
ら賃貸している場
合も対象）

土地、建物および償却
資産に係る固定資産税
および都市計画税相当
額を５年間交付

③雇用促
進奨励金

①または②に当た
り新たに市民を雇
用

１人当たり30万円（限
度額300万円）を交付

④障害者
雇用促進
奨励金

③の限度額に達
し、さらに障害者
を雇用

１人当たり20万円（限
度額200万円）を交付

情 報 館

凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ Eメール

【情報館】・特にことわりのないものは４月１日㈬から申し込みを受け付けます。・費用などの記載がないものは無料です。
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